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令和５年３月 23 日

児童生徒保護者 各位

曽於市教育委員会

（ 公 印 省 略 ）

令和５年度準要保護児童生徒に係る申請について（通知）

令和５年度において，準要保護児童生徒援助費を必要とされる方は，裏面の「準要

保護児童生徒援助費補助金の概要」を御覧になり，下記により申請書を学校に提出し

てください。小・中学校の両校に児童生徒がいる家庭は，申請書を両方の学校へ提出

してください。

なお，認否については，７月上旬，準要保護児童生徒認定会において決定されま

す。

記

１ 申請書類及び提出先

⑴ 準要保護児童生徒継続新規申請書（様式第１号）・・・学校へ提出

記入例を参考に，記入漏れの無いようボールペンではっきりと記入してくだ

さい。

⑵ 債権者登録申請書及び振込口座（通帳）の写し・・・学校へ提出

必要事項を記入し，振込を希望する口座（通帳）の写しを添えて提出してく

ださい。ただし，令和４年度中に就学援助費の支給を受けた方で口座の変更が

無い方は提出不要です。

※給食費等の校納金に未納がある場合は，学校長への委任払いとなり，学校よ

り保護者へ支払われます。

※これまでは「民生委員児童委員所見（様式第５号」の提出も必要でしたが，

本年度から，基本的に提出不要となりました。

ただし，教育委員会から後日，民生委員との面談をお願いすることがあります。

また,認定結果については，これまで通り，各地区の民生委員と共有させていた

だきますので，ご了承ください。

２ 提出期限 令和５年４月 24 日（月）

※ 要保護者世帯は申請の必要はありません。

※ 裏面「準要保護児童生徒援助費補助金の概要」をお読みください。

※ ６月１日以降，課税証明書等の提出を依頼いたしますので必ず提出してくださ

い。

裏面へつづく⇒

※必ずお読みください※



準要保護児童生徒援助費補助金の概要

１ 趣旨

この制度は，経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対して，学用

品費や学校給食費等の一部を，市が補助し，義務教育の円滑な実施に役立てよう

とするものです。

２ 準要保護申請対象者

要保護者（生活保護者）に準ずる程度に困窮していると認められる者で，具体

的には，次の⑴・⑵の基準に該当する方が対象です。

⑴ 前年度又は当該年度において，次のいずれかの措置を受けた者

ア 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止

イ 地方税の規定による市民税の非課税又は減免，事業税の減免

ウ 地方税の規定による固定資産税の減免

エ 国民年金法の規定による掛金の減免

オ 国民健康保険法の規定による保険料の減免又は徴収の猶予

カ 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当（母子・父子手当）の支給

⑵ その他

ア 生計を同じくする世帯全員の前年の総収入を基に認定されます。

（参考資料：市県民税課税台帳記載事項証明書）

３ 認定

教育委員会は，上記に該当する保護者から申請があった場合，学校長及び民生

委員に助言を求め，市県民税の課税状況等を把握したうえで，真に援助を必要と

認める者について「準要保護者」として認定します。

学校及び民生委員の助言は，家庭の状況をより正確に把握するためにお願いし

ているもので，申請者の認否については，教育委員会が決定します。学校及び民

生委員が決定することは絶対にありませんので御理解のうえ，御協力ください。

４ 補助の内容

本市では，国の基準に基づいて，①学用品費，②通学用品費，③校外活動費（宿

泊を伴わないもの），④新入学児童生徒学用品費，⑤修学旅行費，⑥体育実技用具

費，⑦医療費，⑧学校給食費，⑨オンライン学習通信費を対象者に交付します。

※ 医療費について，認定前に学校健診の対象となる治療を行う場合は，領収

書の保管をお願いします。ひとり親家庭医療費助成制度・子ども医療費助成

制度の利用もできますが，重複受給は出来ませんので，御注意ください。

５ お問合せ

御不明な点がありましたら，学校または教育委員会へお気軽にご相談ください。

また，この制度についてのお問い合わせは教育委員会までお願いします。

お問合せ先 曽於市教育委員会 教育総務課 総務係 電話 0986-76-8871












